
【参考資料】 
 

国、県の施策の方向性 

第１期茅ヶ崎市自殺対策計画から第２期茅ヶ崎市自殺対策計画への施策体系図の変遷 

 

 

 

 
①関係部局及び関係機関相互の連携強化 

【課題】 

個別事例の対応の中で、経済問題、子育て問題及び家族問題な

ど、複合的な問題を抱えている世帯への支援については、単独の部

署や機関で対応することが困難な事例が多いため、関係部局及び関

係機関相互の連携を更に深める必要があります。 

【取組の方向性】 

複数の問題を抱えている世帯への支援について、様々な相談窓口

が効果的に連携できる仕組みづくりを推進し、地域における自殺リ

スクを低下させます。 

②自殺対策に関わる人材育成に繋がる研修や普及啓発活

動の実施 

【課題】 

自殺対策においては、自殺に傾く人に気づき、必要な支援へ繋げ

る人材の育成や、悩みを抱える人へ、支援に関する制度等の情報を

確実に届けることが大切であるため、普及啓発や研修の実施方法を

工夫する必要があります。 

【取組の方向性】 

市民一人一人が自殺に傾く方に気づき、適切な対応ができるよう

実施方法を工夫しながらゲートキーパー養成を一層推進するととも

に、様々な媒体を活用し、自殺に対する正しい知識や支援に関する

情報を発信します。 

③様々な対象者に対する効果的な自殺対策の推進 

【課題】 

自殺者の背景には、健康問題、勤務問題、家庭問題など、様々な

問題があります。これらに対する効果的な対策を立案し、推進して

いく必要があります。 

【取組の方向性】 

自殺者の背景にある、健康問題、勤務問題、家庭問題、女性、子

ども・若者が抱える様々な問題等に対し、様々な手法を用いてメン

タルヘルス対策のみならず、幅広く様々な対策を推進します。 

本市の自殺の状況 
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